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                                       令和４年３月１４日 

   KEMPOSご担当 殿  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

 

令和４年３月 印紙代改定 対応バージョンアップのご案内 

 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、KEMPOSに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますのでご案内申し上げます。 

 

 今回は、令和 4年 4月より改定される新印紙代への対応が主な内容となります。 

 バージョンアップ内容の詳細につきましては、弊社ホームページに近日中にアップいたします。 

 (弊社ホームページ：https://www.kempos.co.jp/) 

 

なお、今回のリリースは Ver506fuとなります。 

 

敬具 

 

                      目  次 

 

（１）令和 4年 4月改定の新印紙代に対応 

 

１． 令和４年４月から改定される特許料印紙代及び商標登録料等の新料金に切り替えられるツールを用意しま

した。（先にお申込頂いたユーザー様は既にお使い頂いております）。 

 

（２）その他の対応 

 

２． 商標の登録日が閏年の 2月 28日だった場合でも、存続期限が 2月 29日に設定されないようにしました。 

３． 拒絶理由通知を取り込んだ際に、適用条文が複数行表記だった場合に対応(5行まで)しました。 

４． CN意匠の関連出願に国内優先権を入力した場合でも出願期限が設定されるようにしました。 

５． HK特許の親出願が分割出願の場合に、親出願の原出願日を取得するようにしました。 
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（１）令和 4年 4月改定の新印紙代に対応 

 

１． 令和４年４月から改定される特許料印紙代及び商標登録料等の新料金に切り替えられるツールを用意しま

した。（先にお申込頂いたユーザー様は既にお使い頂いております）。 

 
具体的な使用方法などについては弊社ホームページに記載しておりますので、お手数ですがそちらをご確

認下さい。 

 

（２）その他の対応 

 

２． 商標の登録日が閏年の 2月 28日だった場合でも、存続期限が 2月 29日に設定されないようにしました。 

国内商標の存続期限の計算方法について、現在の仕様では登録日が２０１２年２月２８日(閏年)の場合 

存続期限は２０２２年２月２８日(閏年ではない)となり、初回更新後の存続期限が 

２０３２年２月２９日で計算されるようになっております。 

 

今後は登録日が２０１２年２月２８日(閏年)の場合、存続期限は２０２２年２月２８日となりますが、 

初回更新後の存続期限は２０３２年２月２８日と設定されるようになります。 

２０年後の２０５２年の閏年の際にも同様に２月２８日となります。 

 

また、２０１４年の２月２８日(閏年ではない)が登録日の場合、存続期限は２０２４年２月２９日となり

ます。 
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３． 拒絶理由通知を取り込んだ際に、適用条文が複数行表記だった場合に対応(5行まで)しました。 

 

 

適用条文が二行表記だった場合に二行目以降から五行目まで取り込めるようにしました。 

 

４． CN意匠の関連出願に国内優先権を入力した場合でも出願期限が設定されるようにしました。 

 

CN意匠の出願台帳にて優先権を主張する CN意匠出願を関連出願で「優先(国内)」を選択し、連結ボタンに

て整理番号を入力すると、上記メッセージが出て優先権日が設定されます。 
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優先権が設定されたことに基づき、1年後の出願期限が設定されます。 

 

５． HK特許の親出願が分割出願の場合に、親出願の原出願日を取得するようにしました。 

香港親出願が分割出願の場合、出願日が遡及するため、関連出願に遡及出願も入力する必要がありました

が、親出願の原出願日を参照して設定する様にしました。 
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香港親出願となる中国特許「210311CMP2」が分割出願のため、原出願日２０２１年７月１日が設定されてい

ます。 

 

 

HK特許「210311HKP」にて関連出願に香港親出願である「210311CNP2」を入力します。 

 

 

原出願日の設定を行うため上記メッセージが表示されます。 
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連結先の香港親出願の原出願日を参照して出願台帳の原出願に設定します。（原出願日が設定されていない

場合には従来通り出願日を原出願に設定します） 

 

 
登録時には参照した原出願の日付を基に年金期限や存続期限が計算されます。 

 

 


